
廿日市市地域課題解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、市が抱える地域課題の解決及び豊かな市民生活を実

現するため、デジタル技術を活用して課題解決型実証実験（以下「実証

実験」という。）を行う者に対して、予算の範囲内において廿日市市地域

課題解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を

交付するものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則（平

成５年規則第１０号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必

要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、実証実験とは、次の要件のいずれにも該当す

る事業をいう。

(1) 公共性が高く、本市の地域課題解決に資する事業であること。

(2) ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術を活用した事業であること。

(3) 実証結果を測定・評価可能な事業であること。

（交付対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる事項の全ての要件を

満たす者のうち、市長が認めた者とする。

(1) 実証実験を自ら実施できる企業、研究機関及び市民活動団体等であ

ること。

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項に該当しない者であること。

(3) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に基づく廿日市市の入札参

加制限を受けていない者であること。

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく手

続開始の申立てがなされていない者であること。

(5) 暴力団若しくは暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。



以下同じ。）及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 廿日市市税等（延滞金を含む）の滞納がない者であること。

（補助対象経費等）

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、

補助率及び補助上限額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出さ

れた補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てる。

（交付の申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

廿日市市地域課題解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助金交付申請書（別

記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。

(1) 誓約書兼同意書(別記様式第２号)

(2) 事業計画書（別記様式第３号）

(3) 事業収支予算書（別記様式第４号）

(4) その他市長が必要と認める書類

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請にあたって、当該補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費

税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和６３年法律第１０８号の

規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該

金額に地方税法(昭和２５年法律第２２６号)の規定による地方消費税の

税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下

「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければなら

ない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないも

のについては、この限りでない。

（交付決定）

第６条 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、廿日市市地域

課題解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第

５号)により、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、廿



日市市地域課題解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助金不交付決定通知書

(別記様式第６号)により、申請者に通知するものとする。

（変更等の申請等）

第７条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた申請者（以下「補

助事業者」という。）は、その決定を受けた事業を変更（軽微な変更とし

て、市長が認めたときを除く。）し、又は中止し、若しくは廃止しようと

するときは、あらかじめ、廿日市市地域課題解決型ＤＸ実証実験支援事

業費補助金計画変更（中止・廃止）申請書（別記様式第７号）を、市長

に提出し、その承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、廿日市市地域課題

解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助金計画変更（中止・廃止）承認通知

書（別記様式第８号）により、その旨を当該補助事業者に通知するもの

とする。

（実績報告）

第８条 補助事業者は、補助対象事業の終了後３０日以内に、廿日市市地

域課題解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助金実績報告書（別記様式第９

号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書（別記様式第１０号）

(2) 事業収支決算書（別記様式第１１号）

(3) 実証事業の内容、実施状況を確認できる記録等の資料（チラシ、写

真等）

(4) その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査

し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、廿日市市地域課題解決

型ＤＸ実証実験支援事業費補助金確定通知書（別記様式第１２号）によ

り、当該補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付請求及び支払）

第１０条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに廿日市



市地域課題解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助金交付請求書（別記様式

第１３号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支

払うものとする。

３ 補助事業者が、規則第１６条の規定による補助金の概算払いを受けよ

うとするときは、廿日市市地域課題解決型ＤＸ実証実験支援事業費補助

金概算払請求書(別記様式第１４号)を市長に提出しなければならない。

４ 前項の規定により、補助金の概算払を受けたものは、第８条に規定し

た書類に加え、補助金精算書(別記様式第１５号)を市長に提出しなけれ

ばならない。

（交付決定の取消し及び返還）

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交

付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと

き。

(2) 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

（帳簿等の保存期間）

第１２条 規則第２１条の規定による帳簿及び書類を保存しなければなら

ない期間は、当該補助事業の完了の日から起算して５年を経過した日の

属する会計年度の末日までとする。

（委任）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事

項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和４年７月１３日から施行する。



附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。



別表（第４条関係）

実証実験の実施に伴う補助対象経

費（消費税及び地方消費税の額を除

く。）

金額（補助率）

①
設備備品費（設備備品をレンタル

する場合に要する経費）

上限３００万円

ただし、補助金

の財源としてデ

ジタル技術を活

用した中山間地

域の生活環境向

上事業補助金交

付要綱(令和３年

５月３１日広島

県施行)を充当で

きる場合にあっ

ては上限６００

万円

（補助率１/２以

内）

②
消耗品費（物品の製作及び購入に

要する経費）

③

謝金（知識を得るため、及び意見

を聴取するため、有識者等に支払

う謝金）

④
外注委託費（装置のメンテナンス

及びデータの分析に必要な経費）

⑤
通信運搬費（物品の運搬費及びデ

ータ通信費）

⑥
賃借料（施設及び土地を借りる経

費）

⑦
広報活動費（広告宣伝費、WEBペー

ジ制作費等）

⑧ 交通費（国内の交通費に限る。）


